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明久

保育への公的負担は増やすべき
　市長与党最大会派の政和会が６月と９月の定例会

で、公立保育園の民営化を主張しました。コスト削

減とサービス多様化のためとしていますが、現行の

許認可制度や現場の労働実態を無視した「安易なコ

スト主義」と言わざるを得ません。私は12月定例会

の一般質問で、コスト論のからくりを明らかにし、

保育への公的負担を増やすことこそが保育の充実を

可能にし経済的にも理に適っていることを実証的に

訴えました。

　政和会は、市立保育園の児童１人当たりの運営経

費が市内の民間保育園の1.22倍になることを根拠に

「民営化すれば公的負担を削減できる」と言ってい

ます。しかし保育園の運営は許認可制度と補助金に

拠っていますから、本来は公立でも民間でも差は生

じないはずで、現在の「コスト格差」はひとえに、

保育士の年齢と勤続年数の差（平均で民間は８歳若

く10年短い）に他なりません。つまり民間保育園は

保育士の定着率が悪いということであり、実際に県

が行った指導監査の指摘からも、労働関係法令に違

反するような民間保育園の就労実態は明らかです。

政和会の「コスト削減論」とは、保育園を民営化し

保育士を違法で劣悪な条件で働かせることで人件費

を浮かす、ということでしかありません。

　確かに、現在の公立保育園にはサービスの多様性

や柔軟性、即応性の面で大きな課題がありますが、

労働条件を悪化させて公的負担を減らしても、こう

した課題の解決にならないのは明らかです。問題は

「公立か民間か」ではなく、サービス供給の充実の

ために公的負担を増やすことこそが課題なのです。

　保育における市場万能主義者たちは「保育には、

働く母親の労働賃金率をはるかに上回る莫大な公費

が支出されているが、財政を悪化させるだけで経済

的にも非効率」だと主張しています。しかし、保育

への公的負担が出産から学齢期までの一時的なもの

に過ぎないのに対して、働く母親はそれよりはるか

に長い期間、税金や社会保険料を国や自治体に還元

し続る訳ですから、決して非効率とは言えません。

「民営化すれば安く済む」は本当か？

保育への公的負担はそろばん勘定も合う　

　ある民間シンクタンクでは、働く女性のライフコ

ース別に税と社会保険料の還元額を調査・算出して

います。これによれば、22歳で就職し27歳で結婚、

28歳で出産し、育児後仕事に復帰して60歳まで働く

とすると、１年間の育児休業後に保育園等を利用し

て職場復帰する「就業継続型」の場合は生涯所得が

１億6620万円になるのに対し、出産退職後、子供が

学齢期に達した35歳で再就職する「出産退職再就職

型」では9467万円に過ぎず、わずか７年間の離職で

生涯所得の半分近くを失うことが分かります。また、

「就業継続型」での所得税と住民税の総額1450万円

に夫の配偶者控除等の喪失額461万円と保育の利用

者負担額208万円を加え保育の公的コスト531万円を

引いた還元額は1588万円で、これとは別に社会保険

料から育児休業手当を差し引いた1548万円も社会に

還元されますが、「出産退職再就職型」では、所得

税住民税総額623万円に配偶者控除等喪失額377万円

を加え、保育コストがかからない代わりに幼稚園へ

の公的補助金61万円を引くと、還元額は939万円で、

社会保険料総額も990万円です。

　つまり、わずか323万円の保育コストを公的に負

担することで972万円もの税収増と558万円の社会保

険料収入増を得ているわけで、保育への公的負担は

そろばん勘定の合う投資だと言えます。もちろん、

公的負担をさらに増やすことは顕在化している待機

児問題に対応するだけでなく、潜在的な保育需要を

掘り起こし女性の就労を支援するという意味で、男

女共同参画社会の推進、さらにはいわゆる少子化対

策としても有効なものです。

　一方、保育サービスの質的な向上にはサービス評

価のシステムが不可欠です。内部評価としては、公

立なら行政評価の対象とし、また民間には内部評価

のシステム作りを援助する必要があるでしょう。さ

らに外部評価としては、専門家による第三者評価を

実施するとともに、企業などで活用されている顧客

満足度（ＣＳ）調査の手法を使った利用者による評

価を行い、相互に補完し合うシステムを構築するこ

とが、より妥当な保育施策の展開につながります。

もちろん、公立、民間を問わず、徹底した情報公開

が前提になるのは当然です。

保育のサービス評価の確立を


